
栃木会主催　令和７年度産業廃棄物処理業等に係る
診断書等作成特別研修会

研修内容

１時間目　９：30～11：00　廃棄物の処理及び清掃に関する法律概要
２時間目　11：10～12：40　産業廃棄物処理業等の許可申請の実務
３時間目　13：30～15：00　財務諸表に基づく経営分析
４時間目　15：10～16：40　経営診断書作成の実務
＊途中の入退室の場合は出席扱いにならず修了証を受領できませんのでご注意ください。
（遅刻されないようご注意ください。）

研修効果
本研修を修了することにより、栃木県へ産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、経理
的基礎を有しない場合に必要となる経営診断書を作成提出できる行政書士になることがで
きます。

日　　時 令和７年11月27日（木） 午前９時30分～午後５時

場　　所
栃木県教育会館　３階　大会議室
栃木県宇都宮市駒生１-１-６

講　　師 栃木会理事

参 加 費 10,000円（当日現金払い） 定　　員 先着20名（会員のみ）

申込期限 令和７年10月27日（月） 資　　料 当日受付にて配布

申込方法
本会ホームページ「研修会のご案内」からお申込み下さい。
メールまたはＱＲコード
e-mail:info@ibaraki-gyosei.or.jp

注意事項

・受講の可否については、申込締切後、茨城県行政書士会事務局よりメールにてご連絡い
たします。
・全ての科目を受講した方のみ、栃木県行政書士会から修了証が発行されます。
・修了証の有効期間は５年間です。修了証の有効期間は、修了証の交付日が属する事業年
度の翌事業年度から起算して５年後の事業年度終了の日までとし、当該期間内に修了証
の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
・受付にてお支払いされた受講料は一切返還いたしません。
・本人確認のため、受付にて行政書士証票（運転免許証または写真入りの個人番号カード
のご提示を求める場合があります）をご提示ください。
・受講に関しては、栃木県行政書士会研修担当者の指示に従ってください。（指示に従わ
ないことにより、受講の拒否や修了証の配布の拒否等の措置を受けても異議を申し立て
ることはできません）
・栃木県行政書士会の都合により、開催日や開催場所が変更または中止になる場合があり
ます。
・受講申込書をご提出いただいても、申込者数等により、受講できない場合がございます。
・都合により受講ができなくなった場合には、必ず茨城県行政書士会事務局にご連絡くだ
さい。
・次頁の補足についてもご確認ください。

※　諸般の事情により、延期または中止になる場合があります。
※　研修申込者数が定員に達した場合は、本会ホームページにてご案内いたします。
※　研修会の無断欠席者が大変多くなっております。会場・資料準備の都合上、欠席される場合には、前日までに必
　　ず事務局へご連絡ください。

研修のご案内
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栃木会主催　令和７年度産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修会につきまして、
下記のとおり補足いたします。

１．産業廃棄物収集運搬業許可に求められる経理的基礎
　○廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第14条第５項第１号
　　・・・申請者の能力が・・・環境省令で定める基準に適合するものであること。
　○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則　
　　　上記の規定による環境省令で定める基準は次のとおりとする。
　　第10条第２号ロ
　　　産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
　○環境省令　平成12年９月29日衛産第79号
　　第１　産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
　　　４．経理的基礎　（１）～（６）に定めている

２．経理的基礎を有しない場合の対応
（１）環境省令　上記省令の４（６）⑤
　　　　経理的基礎を有さないと判断するに当たっては、金融機関からの融資の状況を証明する書類、中小企業診断士

の診断書等を必要に応じて提出させ、また、商工部局、労働経済部局などの協力も求めるなどして、慎重に判
断すること。

（２）日本行政書士会連合会（以下　日行連）の対応
　　　○平成22年　環境省担当課と日行連が協議
　　　　行政書士の作成によるもので構わない旨の口頭回答を得るも、当該案件の裁量権は各自治体にあり、統一した

指導は困難との回答
　　　○平成24年11月12日　日行連発第1059号
　　　○平成25年11月18日　日行連発第893号
　　　　いずれも、行政書士による診断書作成が認められていない各単位会は各自治体に働きかけてほしい旨の通知
（３）栃木県の対応
　　　○直前の事業年度が債務超過であり、直前の事業年度の当期純利益及び直前３年の事業年度の当期純利益の平均

がいずれもマイナスの場合
　　　　
　　　　中小企業診断士、公認会計士、税理士又は行政書士（行政書士は、栃木県行政書士会の行う産業廃棄物処理業

等に係る診断書等作成特別研修会修了者で、当該許可申請書の作成又は申請の代理を行う行政書士とは別の行
政書士に限る。）が作成した診断書類並びに当該診断書類に基づく改善策を記載した書類を提出。

　　　　（栃木県　産業廃棄物収集運搬業許可に係る審査基準　Ｐ５より）

         ○当初、行政書士は認められていませんでしたが、栃木会の働きかけによって研修を受講した行政書士は作成す
ることができるようになりました。

         ○また、税理士も作成することができるようになっています。

３．栃木県の研修会参加可能になった経緯
　○主に栃木県に隣接する事業者から栃木県の許可取得を依頼された茨城県の会員より、茨城県の行政書士が診断書類

を作成できないのは不便・不合理であるとの申出がありました。
　○本会の環境部で協議した結果、栃木会に茨城県会員もこの研修会に参加させてもらいたい旨の申し出をおこないま

した。
　○栃木県側では、研修受講者は栃木県会員のみとの立場は取っていませんでした。
　○栃木会で協議し、栃木会に限らず他県の会員にも研修会参加を認めることになり、平成27年９月18日に茨城県会員

がはじめて受講し、現在81名に修了証が交付されています。
　○今回で、茨城県会員向けは11回目となります。
　
　◎なお、修了証に５年間の有効期間が設けられています。
　　修了証の更新には、有効期間内に新規受講者と同じく特別研修会を受講する必要があります。
　　また、すでに修了証を交付されている皆様も同様に有効期間が設けられていますので、お手元の修了証をご確認く

ださい。　
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